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 技術資料作成上の留意事項 

 

 

工事番号：平成２９年度国改修第２号 

工 事 名：四日市地区千歳運河緑地護岸整備工事 

 

評価項目一覧及び各様式等に記載されている事項の補足説明と、技術資料の作成方法及

び提出資料は次のとおりです。 

 

１ 技術資料に関する共通事項 

（１）評価方法 

ア 全ての評価項目を提案してください。 

以下の場合、入札公告３（３）により入札に参加できません。 

・入札公告別表で指定するすべての技術資料が提出されていない場合 

・様式３の指定する欄に配置予定技術者の氏名が記入されていない場合 

イ 各評価項目の実績等は、当該工事の入札公告日を基準として評価します。 

ウ 技術資料の審査は、開札後に落札候補者となった者のみ行います。（以下「事後審査」

といいます。） 

エ 事後審査で、各様式の記載内容が確認資料で確認できない場合は、追加で確認資料

の提出を求めることがあります。ただし、技術資料（確認資料を含む）の差替えは

認めません。 

オ 事後審査で、各様式の記載内容が確認資料で確認できない評価項目は、評価基準の

最下位の評価とします。 

カ 「公共機関等」とは、国の機関、地方公共団体（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１条の３に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体）、法人税法（昭

和４０年法律第３４号）別表第１に掲げる公共法人又は国土交通省令で定める法人

（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１８条に規定する法人）を

いいます。 

キ 入札参加者が特定建設共同企業体である場合は、構成員の代表者を評価します。 

（２）作成方法 

ア 各様式は、Ａ４版とします。 

イ 文字サイズは、１０ポイント以上とします。 

ウ 各様式には、貴社名を記載してください。 

エ 自己評価した内容が確認できる資料を提出してください。 

オ 技術資料届出書を表紙にして、以降は各様式を様式番号順に並べてください。ISO

認証の写しやコリンズの写しなどの確認資料は巻末に添付してください。 

カ 様式の加工及び修正等は、行わないでください。なお、様式の内容が公告した内容

と異なる評価項目や配点となっていた場合、その項目は評価基準の最下位の評価と

します。 

 

２ 加算点申告書（様式１） 

（１）評価方法 

ア 加算点申告書（様式１）とその他様式の記載内容に不整合がある場合は、加算点申

告書（様式１）の内容を採用して審査します。 

イ 記載された内容と事実に相違が認められた場合、事実に合わせて評価します。 

ウ 加算点の下方修正はしますが、上方修正はしません。 
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（２）記述方法 

ア 「各評価項目の自己評価」欄の黄色のセルは、数値を直接入力すると「自己加算点」

が表示されます。 

イ 「各評価項目の自己評価」欄の橙色のセルは、該当する項目を選択するとその「自

己加算点」が表示されます。 

ウ 配置予定技術者を複数届出する場合は、「配置予定技術者の工事実績」、「資格保有状

況」及び「ＣＰＤの取組実績」の加算点合計が最も低い技術者について、記載して

ください。ただし、設定のない項目を除きます。 

 

３ 企業の能力等 

（１）本店等所在地 

ア 本店と建設業法上の主たる営業所の所在地が異なる県内企業は、様式２に本店の住

所を記載してください。 

イ 「本店及び建設業法上の主たる営業所」の所在地に変更があった場合は、次のとお

りとします。 

（ア）所在地の評価方法は、以下の１）２）のとおりとします。 

１）公告の前月から３６か月前までの期間のうち、公告月に近い「１８か月以上

連続した所在地」を評価の対象とします。 

２）所在地を変更した月は、変更前の期間に含みます。 

（イ）所在地の変更日及び旧所在地を様式２に記載してください。 

（ウ）所在地の変更を確認できる資料（許可行政庁の受付印がある建設業許可の変更届

出書などの写し）を提出してください。 

 

 
 

（２）公共施設美化活動実績 

ア 公共施設美化活動の活動実績の報告（届出）書の写しを提出してください。 

イ 貴社が美化活動に参加しているが、その活動の申請者でない場合は、美化活動の申

請者による活動証明書（貴社の美化活動への参加が確認できるもの）を提出してく

ださい。 

（３）災害協定の評価 

ア 「災害協定１の実績あり」に該当する場合は、運用協定活動証明書の写しを提出し

てください。（別紙４－１参照） 

イ 「災害協定２」の「四日市市、菰野町、朝日町若しくは川越町との防災協定」は、

【所在地の評価方法】

（か月前）

評価期間 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
公
告

【例１】

変更前
所在地

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

変更後
所在地

変
更
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

【例２】

変更前
所在地

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

変更後
所在地

変
更
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

公
告

公
告

18か月以上

18か月以上
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「建設業のための広場」で公開している「平成３０年度経営事項審査申請の手引き」

に記載された防災協定とします。 

ウ 「災害協定２」の「三重県との防災協定」は、次のものとします。 

 

協定名 所管部局名 協定締結者 協定内容 

地震災害等応急復旧

用仮設橋に関する協

定 

県土整備部 (一社)日本橋梁建設

協会、三重県 

仮設橋の確保 

災害又は事故におけ

る緊急的な応急対策

等の支援に関する包

括協定書 

県土整備部 

 

 (一社)日本建設業連

合会中部支部、国土

交通省中部地方整備

局、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、静

岡市、浜松市、名古

屋市、三重県 

地震・大雨等の異常な自然現

象による公共土木施設の災害

又は事故による被害の拡大防

止と被災施設の早期復旧の緊

急的な応急対策の支援 

災害時におけるがれ

き等の廃棄物の処理

に関する応援協定 

環境生活部 (一社)三重県産業廃

棄物協会、三重県 

災害時に発生するがれき等の

撤去、収集・運搬及び処分の

協力 

災害時の応援業務に

関する協定 

防災対策部 (一社)三重電業協会、

三重県 

災害発生時における電気設備

の被災状況調査、障害物の除

去、応急対策工事その他必要

な電気設備に関する応急業務 

災害時における電気

設備の応急対策に関

する協定 

防災対策部 三重県電気工事業工

業組合、三重県 

災害時における県施設、避難

所等の電気設備の点検、機能

維持、復旧支援 

災害時における応急

対策業務に関する協

定 

防災対策部 (一社)三重県管工事

工業協会、三重県 

災害時における空調設備及び

衛生設備の点検及び応急的な

復旧作業 

船舶による海上輸送

等災害応急対策に関

する協定 

防災対策部 (公社)中部小型船安

全協会、 

三重県 

大規模地震等が発生した場合

また発生するおそれのある場

合における、海上における船

舶による輸送等の業務にかか

る協力 

 

エ 「災害協定２の実績あり」に該当する場合は、協定書等の写しや加入証明書（別紙

４－２参照）の写しを提出してください。ただし、協定書等に記載の住所と「三重

県建設工事等入札参加資格者名簿」と住所が異なる場合は、建設業許可や変更にか

かる資料の写しも提出してください。 

（４）次世代育成支援活動実績 

ア 就業規則等に育児休業制度に関する項目、対象となる労働者の範囲、取得に必要な

手続き、育休期間、育児休業中の賃金の支払いの有無などが規定されている場合に

評価の対象とします。 

イ 就業規則等の写しを提出してください。ただし、育児休業の規定などを別に設けて

いる場合は、その写しも提出してください。（別紙 1参照） 
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（５）男女共同参画活動実績 

ア 入札公告日が、労働局の受付日以降かつ計画期間に含まれている場合に評価の対象

とします。 

イ 入札公告日が計画期間であっても、一般事業主行動計画策定届が労働局に受理され

ていない場合は、評価基準の最下位の評価とします。 

ウ 労働局の受付印が押印された一般事業主行動計画策定届の写しを提出してください。

（別紙２参照） 

（６）障がい者雇用実績 

ア 法律により障がい者雇用が義務付けられている企業の場合 

（ア）法定雇用率を達成している場合に評価します。 

（イ）当該工事の入札公告日において、職業安定所に提出した最新の障害者雇用状況報

告書（別紙３参照）の写しを提出してください。 

イ 法律により障がい者雇用が義務付けられていない企業の場合 

（ア）障がい者雇用の有無により評価します。 

（イ）短時間労働者（所定労働時間 20時間以上 30時間未満）の障がい者のみの雇用で

も評価の対象とします。 

（ウ）雇用している障がい者の障害者手帳の写しを提出してください。 

（エ）その者の常時雇用（３ケ月以上）が確認できる書類（保険証の写し又は賃金台帳

の写しなど）も併せて提出してください。 

（７）環境マネジメントシステムの認証（ISO14001、M-EMS）  

ア 認証機関の登録証等の写しを提出してください。 

イ 入札参加者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、

付属書などの認証範囲が分かる資料も提出してください。 

（８）企業の工事実績 

ア 評価対象工事の「コリンズ登録番号」及び「工事名称」を様式２に記載してくださ

い。 

イ 評価対象工事のコリンズの写しを提出してください。 

ウ コリンズの写しで評価対象工事であることが確認できない場合は、契約書の写しな

ど工事内容が確認できる資料も提出してください。 

エ 評価項目一覧における「評価対象工事」は、入札公告における競争参加資格の「同

種工事」とは異なりますので、注意してください。 

（９）工事成績 

ア 「四日市港管理組合若しくは三重県の工事評定点」を申告する場合 

（ア）申告する評定点を新評定点・旧評定点の別に様式２へ記載してください。 

（イ）様式２で計算した申告工事成績点を加算点申告書（様式１）の【申告工事成績点】

欄に記載してください。 

（ウ）記載した全ての評定点の工事成績認定書の写し及びその工事が土木一式工事であ

ることが分かる資料（コリンズの写し、入札公告の写しなど）を提出してくださ

い。 

（エ）次のいずれかに該当する評定点は、それぞれの評定点を６点減算します。 

【四日市港管理組合の評定点の場合】 

  平成２９年３月３１日以前に完成検査を行った場合 

【三重県の評定点の場合】 

・平成２８年９月３０日以前に完成検査を行った評定点 

・平成２８年９月３０日以前に部分完成（出来高）検査で採点を行い、平成２８

年１０月１日以降に完成検査を行った評定点（一覧表参照） 
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＜旧評定点を含む場合の申告工事成績点の計算例＞ 

９３点（旧）、９１点（旧）、８５点（新）、８２点（新）の４件の場合 

申告工事成績点 ＝ 
ｎ件の評定点の合計＋７５

ｎ＋１
 

＝
（９３－６）＋（９１－６）＋８５＋８２＋７５

４＋１
 

＝８２点 （小数点以下切り捨て） 

 

 

イ 「国土交通省の工事成績」の場合 

（ア）国土交通省中部地方整備局又は国土交通省近畿地方整備局が平成２９年度に公表

した工事成績評定平均点（港湾空港関係除く）を加算点申告書（様式１）の【申

告工事成績点】欄に記載してください。 

ウ 「総合点」の場合 

（ア） 入札公告日において最新の「三重県建設工事等入札参加資格者名簿」に記載され

た総合点（経営事項評価点数＋技術等評価点数）を加算点申告書（様式１）の【総

合点】欄に記載してください。 

エ 加算点申告書（様式１）及び様式２には、ア、イ、ウのいずれかを記載してくださ

い。 

（１０）品質マネジメントシステムの認証（ISO9000S） 

ア 認証機関の登録証等の写しを提出してください。 

イ 入札参加者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、

付属書などの認証範囲が分かる資料も提出してください。 

（１１）労働安全衛生マネジメントシステムの認証 

ア 認証機関の評価証、適合証明書等の写し又は労働安全衛生法第 88条の規定による届

出をする事業者のうち労働基準監督署長の認定を受けた認定事業者については認定

がわかる資料の写しを提出してください。 

イ 入札参加者が認証の範囲に含まれていることが登録証だけで確認出来ない場合は、

平成２８年９月３０日以前の部分完成（出来高）検査にて採点し、平成２８年１０月１日以降の完成検査の案件一覧表

No 執行機関名称 施工番号 工事名称

1 四日市建設事務所 427-06917
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００３２号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（潤田高架橋下部工）工事その１

2 四日市建設事務所 427-06693
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００２６号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（潤田高架橋下部工）工事その２

3 北勢流域下水道事務所 427-03747
平成２７年度　国補北勢南部低率第１３０６－２分０００５号
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）　南部浄化センター第２期建設事業護岸工事（その４）

4 北勢流域下水道事務所 427-03744
平成２７年度　国補北勢南部低率第１３０６－２分０００４号
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）　南部浄化センター第２期建設事業護岸工事（その３）

5 四日市建設事務所 427-06782
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００２７号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（函渠工）工事その６

6 四日市建設事務所 427-06894
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００３１号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（函渠工）工事その７

7 四日市建設事務所 427-06728
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００３３号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（潤田高架橋下部工）工事その３

8 北勢水道事務所 427-02366
平成２７年度　四期改良第４０－分０００６号
あのつ配水池築造工事（四期）

9 桑名建設事務所 427-09296
平成２７年度　防災安全・地第１７Ａ－６５分０００３号
主要地方道南濃北勢線　災害防除施設（落石対策）工事

10 四日市建設事務所 427-04007
平成２７年度　国補道改・地連国第１－分００１３号
一般国道４７７号四日市湯の山道路　道路改良（潤田高架橋下部工）工事その４

11 北勢水道事務所 424-11988
平成２４年度　二期改良第２０００－分０００９号
野代導水ポンプ所耐震補強工事

12 廃棄物適正処理ＰＴ 425-05541
平成２５年度　環境修復事業第２０５－２分０００４号
桑名市源十郎新田事案　支障除去対策工事

13 廃棄物適正処理ＰＴ 425-03111
平成２５年度　環境修復事業第２０５－１分０００６号
桑名市五反田事案　恒久対策（分－３）工事
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付属書などの認証範囲が分かる資料も提出してください。 

（１２）受注工事高 

ア 対象となる工事の工事名称、当初契約の工期、当初契約金額などを様式２に記載し

てください。 

（ア）単年度契約工事の当初契約金額は、当該年度の４月１日から当該工事の入札公告

日までに当初契約を締結した土木一式工事の元請としての契約金額とします。 

（イ）複数年契約工事の当初契約金額は、当初契約工期が当該年度の４月１日から当該

工事の入札公告日までの期間を一部でも含む土木一式工事の元請として、当初契

約金額を当初契約における全体工期日数と当該年度分の工期日数の割合に応じた

額とします。 

（ウ）ＪＶ工事の場合は、（ア）又は（イ）の額に出資比率を乗じた額とします。 

イ 土木一式工事にかかる１級技術者数を様式２の【当該業種にかかる 1 級技術者数】

欄に記載してください。 

（ア）土木一式工事にかかる１級技術者数は、三重県建設工事等入札参加資格者名簿に

記載された土木一式工事にかかる１級技術者数とします。 

（イ）入札公告日時点で、上記名簿に記載されている１級技術者数を下回った場合は、

現況の１級技術者数を記載してください。 

ウ 様式２で自動計算される「受注工事高」を加算点申告書（様式１）の【受注工事高】

欄に記載してください。 

エ コリンズで記載内容の確認ができない場合は、契約書の写しなど提出してください。 

 

４ 技術者の能力（様式３） 

（１）技術者の能力に関する共通事項 

ア 配置予定技術者の氏名を様式３の【配置予定技術者の氏名】欄に記載してください。 

イ 「配置予定技術者の工事実績」、「資格保有状況」及び「ＣＰＤの取組実績」の全て

を有しない場合でも、配置予定技術者の氏名を記載してください。ただし、設定の

ない項目は除きます。 

ウ 技術資料の評価項目における「評価対象工事」は、入札公告における競争参加資格

の「同種工事」とは異なりますので、注意してください。 

エ 配置予定技術者を複数届出する場合は、様式３を複写して技術者毎に記載してくだ

さい。 

オ 配置予定技術者を複数届出する場合は、「配置予定技術者の工事実績」、「資格保有状

況」及び「ＣＰＤの取組実績」の加算点合計が最も低い技術者を評価します。ただ

し、設定のない項目を除きます。 

（２）配置予定技術者の工事実績 

ア 評価対象工事の「コリンズ登録番号」及び「工事名称」を様式３に記載してくださ

い。 

イ 評価対象工事のコリンズの写しを提出してください。 

ウ コリンズの写しで評価対象工事であることが確認できない場合は、契約書の写しな

ど工事内容が確認できる資料も提出してください。 

エ 現場代理人の実績を申請する場合は、「全工事期間中、工事に従事していたこと」、

「その工事の主任（監理）技術者に求められていた資格」、「その工事の受注時点で

の資格」を確認しますので、以下の資料を提出してください。 

（ア）全工事期間中、その工事に従事していたことがわかる資料（コリンズの写し等） 

（イ）発注機関が契約時にその工事で主任（監理）技術者として求めていた資格がわか

る資料（公告の写し、特記仕様書等） 

（ウ）その工事の受注時点での資格がわかる資料 
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・国家資格（１級・２級等）の場合は、国家資格の写し 

・実務経験の場合は、最終学歴及び実務経験年数が確認できる資料（卒業証明書

及び建設業許可申請・経営事項審査申請時に提出した実務経験証明書等） 

なお、上記申請時に実務経験証明書を提出していない場合は、別途「実務経

験証明書」を作成して提出してください。 

オ 余裕期間制度の対象工事は、契約書の写し等の余裕期間制度の実工期がわかる資料

も合わせて提出してください。 

（３）配置予定技術者のＣＰＤ（継続学習制度）取組実績 

ア 認定団体が設定している１年間の推奨単位を様式３の【推奨単位数】欄に記載して

ください。 

イ 年度毎に取得単位を様式３の【取得単位数】欄に記載してください。 

ウ 認定団体が発行した、年度毎の取得単位が確認できる学習履歴証明書等の写しを提

出してください。 

 

５ 技術提案（様式４－１、４－２） 

（１）評価方法 

ア 発注者が示す３項目の提案項目毎に、当該工事への適合性の観点から評価します。 

イ 各提案項目を評価基準に基づいて採点し、その合計を１テーマの加算点とします。 

ウ 記述がない提案項目は、評価基準の最下位の評価とします。 

エ 提案項目が公告した内容と異なっていた場合、その項目は、評価基準の最下位の評

価とします。 

オ 技術提案は、工事を行ううえでの留意点の記述を求めるものであり、具体的に実施

する対策等を記述する必要はありません。対策等を記述しても、その部分は評価の

対象としません。 

（２）記述方法 

ア 提案項目１～３について、工事を行う上での留意点等を様式４－１の【提案内容】

欄にそれぞれ記述してください。ただし、提案項目１の③「工程表」は、様式４－

２に記述してください。 

イ 様式４－１に記述する文字数の合計は、最大９００字程度を目安に１ページで記述

してください。評価は１ページについてのみ行います。 

ウ 様式４－１は、必要に応じて提案項目を区分する罫線を移動することは可能としま

す。ただし、テーマ及び評価基準、提案項目１～３の欄は加筆、修正、削除しない

でください。 

エ 様式４－２は、工種毎のおおよその施工期間を示した工程表を記述してください。

ただし、発注者の示した工種は、加筆、修正、削除しないでください。また、行、

列の追加、削除もしないで、１ページで記述してください。評価は１ページについ

てのみ行います。 

（３）技術提案の取り扱い 

ア 技術提案の内容は、現場着手前打合せ時等に受発注者で確認を行い、施工中におい

ても必要に応じ確認・調整等を行うものとします。 

（４）評価結果の情報提供 

ア 落札決定後に入札参加者は、自社分の特記課題の項目毎の評価結果を発注者に情報

提供を求めることができます。ただし、その者が落札決定時に競争参加資格がない

と認められた場合は、情報提供しません。 

イ 情報提供を求める場合は、落札決定後に入札公告に添付の「技術提案評価結果の情

報提供申請書」を当該工事の発注機関の窓口に提出してください。 
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６ 総合評価方式の不履行による加算点の減点 

（１）評価方法 

ア 当該工事の入札に参加しようとする者が特定建設工事共同企業体の場合に構成員が

不履行工事を有する場合は、不履行工事の合計を特定建設工事共同企業体の不履行工

事件数とします。 

（２）記述方法 

ア 加算点申告書（様式１）の【総合評価方式の不履行による加算点の減点】欄に不履

行工事件数を記載してください。 

 

８ 経常建設共同企業体 

それぞれに定めるもののほか、経常建設共同企業体にかかる事項は、次のとおりとしま

す。 

（１）評価方法 

ア 本店等所在地は、経常建設共同企業体入札参加資格審査の「企業体の所在地」を評

価します。 

イ 次の評価項目は、構成員毎に評価した「自己加算点」の平均値（小数第２位切り上

げ）を経常建設共同企業体の評価とします。 

（ア）施工箇所地域における工事実績 

（イ）地域維持型維持修繕業務委託（雪氷業務）元請実績 

（ウ）地域維持型維持修繕業務委託（小規模業務）元請実績 

（エ）公共施設美化活動実績 

（オ）災害協定の評価 

（カ）次世代育成支援活動実績 

（キ）男女共同参画活動実績 

（ク）障がい者雇用実績 

（ケ）環境マネジメントシステムの認証 

（コ）企業の工事実績 

（サ）工事成績 

（シ）品質マネジメントシステムの認証 

（ス）労働安全衛生マネジメントシステムの認証 

（セ）受注工事高 

（ソ）配置予定技術者の工事実績 

（タ）配置予定技術者の資格保有状況 

（チ）配置予定技術者のＣＰＤ取組実績 

ウ 総合評価方式の不履行による加算点の減点は、各構成員が有する不履行工事の合計

を経常建設共同企業体の不履行件数とします。 

エ 「経常建設共同企業体の評価」の合計は、小数以下切り捨てとします。 

（２）記述方法 

ア 構成員毎に様式２、様式３を作成してください。 

イ 不履行工事を有する場合は、不履行工事件数を加算点申告書（様式１）の【総合評

価方式の不履行による加算点の減点】欄に構成員毎に記載してください。 
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（別紙１）次世代育成支援活動実績 確認資料 

 
 

 

 

 

 

  

入札参加者の会社名が

わかるようにしてくだ

さい。 

労働基準監督署の受付印がわかるように

してください。 
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就業規則 

 

 

第１章 総則 

・ 

・ 

・ 

第○章 休暇 等 

 

（育児休業等） 

第○条  従業員は、１歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出

て育児休業をする事ができる。 

２ 育児休業制度の適用を受ける事ができる従業員の範囲その他必要な事項につい

ては「育児休業などに関する規則」で定める。 

・ 

・ 

・ 
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・育児休業の具体的な内容が規則や規定などに定めている場合は、規則や規定も提出して

ください。 

 

 

入札参加者の会社名が

わかるようにしてくだ

さい。 

労働基準監督署の受付印がわかるように

してください。 
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育児・介護休業等に関する規則 

 

 

第１章 目的 

（目的） 

   第１条 

本規則は、従業員の育児・介護休業、子の看護休暇、育児・介護のための時間外労

働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるも

のである。 

   ・・・・・ 

 

第２章 育児休業制度  

（育児休業の対象者） 

   第２条 

１ 育児のために休業することを希望する従業員（日雇従業員を除く）であって、

１歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児

休業をすることができる。 

２ 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合

に限り、子の１歳の誕生日から１歳６か月に達するまでの間で必要な日数について

育児休業をすることができる。なお、・・・・・・・・・ 

    （１）・・・・・・・ 

    （２）・・・・・・・・ 

 

（育児休業の申出の手続等） 

第３条 

１ 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようと

する日（以下「育児休業開始予定日」という。）の１か月前（第２条第２項に基づ

く１歳を超える休業の場合は、２週間前）までに、育児休業申出書（社内様式１）

を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。 

なお、・・・・・・・ 

２ 申出は・・・・・・ 

３ ・・・・・・・・ 

 

（育児休業の申出の撤回等） 

第４条 

１ 申出者は、・・・・・・・ 

 

（育児休業の期間等） 

第５条 

１ 育児休業の期間は、原則として、・・・・・ 

２ ・・・・・ 
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（別紙２）男女共同参画活動実績 確認資料 

 

 

 

 

 

 

労働局の受付印の日付がわかるようにし

てください。 

女性活躍推進法であることを確認してください 

入札公告日（指名通知日）が、労働局の受付印の日付以降かつ計画期間に含

まれている場合に評価します。 

「女性活躍推進法」又は「次世代法・女性活躍推進法一体型」を評価します。 



- 14 - 

 

 

 

（別紙３）障がい者雇用実績 確認資料 

 

 

 

 

 

 

法定雇用を満足していることが

確認できること。 

公共職業安定所の受付印が

わかるようにしてください。 
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（別紙４－１）地震・津波・風水害等の緊急時における運用協定活動証明書の記入例 

 

地震・津波・風水害等の緊急時における調査・災害応急工事に関する協定 

活動証明書 

 

 

平成○○年○月○日 

 

○○建設株式会社 様 

 

 

協定締結者 

住所 

団体名 

代表者           印 

 

 

平成○○年○○月○○日に実施した「地震・津波・風水害等の緊急時におけ

る調査・災害応急工事に関する協定」第７条第１項第２号に定める四日市港管

理組合との緊急時連絡応援体制ネットワーク図を使用した訓練に参加したこと

を証明します。 
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（別紙４－２）加入証明書の記入例 

 

 

 


